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  新型コロナウィルスの感染拡大を受け、多面的機能支払交付金を活用した地域
の共同活動を行う際には、下記に留意して実施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い場合の応急ポンプの設置・運転費用等に活用することが可能※となっております

ので、市町村担当課又は県総合支庁担当課に御相談ください。 

（※ 各交付金を被災箇所の復旧に活用する場合、金額的な制限について特に決められておりま

せんが、各交付金額の範囲内で活用が可能となりますので、ご留意ください。）  

  
 

 

お知らせ
多⾯的機能⽀払交付⾦活動に取り組む皆様へ

新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌に係る活動について 

◆活動の実施にあたって、感染防止に努めてください。 

【対応例】 

・参加者の検温 

・手指の消毒とマスクの着用 

・作業間隔を広くとる 

・体調不良時は無理をしない 

・連絡体制の整備 等 

詳しくは、市町村担当課又は県総合支庁農村計画課にご相談ください。 

活動実施にあたっては、組織内の合意を得ておくことが重要です。 

 お問合せ先 

◆ 喫緊に行う活動は必要最小限にとどめ、可能なものは事態が収束後に行う

ことや規模を縮小すること等、検討してください。総会等の意思決定につい

ては、書面やメール等による開催や議決も可としています。 

◆ 新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から活動を行わないとするこ

ともできます。手続等については、下記のお問合せ先にご相談ください。 


